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(57)【要約】
【課題】異常に対してオペレータが適切な対応をとるこ
とができる監視装置を提供する。
【解決手段】予測部３４は、センサにより測定された物
理量に基づいて将来の物理量の予測値を含む物理量の時
系列データを作成する。時間算出部３６は、その時系列
データに基づいて物理量が第１のしきい値に到達するま
での予測時間を算出する。物理量が第１のしきい値に到
達するまでの予測時間が所定の時間よりも短くなると、
出力部３８により、時系列データをグラフ化したトレン
ドグラフと予測時間が警報として出力される。これによ
り、警報の見落としをより防ぐことができ、かつ、慌て
ずに異常を解消するための処理を行うことができるので
、オペレータが適切な対応をとることができる。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センサにより測定された物理量を取得する取得部と、
　この取得部により取得された前記物理量に基づいて、将来の前記物理量の予測値を含む
前記物理量の時系列データを作成する予測部と、
　前記時系列データに基づいて、前記物理量が第１のしきい値に到達するまでの予測時間
を算出する時間算出部と、
　前記予測時間が所定の時間よりも短くなると、前記時系列データをグラフ化したトレン
ドグラフと前記予測時間を出力する出力部と
　を備えることを特徴とする監視装置。
【請求項２】
　請求項１記載の監視装置において、
　前記出力部は、他の表示装置に、前記トレンドグラフと前記予測時間とを出力する
　ことを特徴とする監視装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の監視装置において、
　前記時間算出部は、前記物理量が定常値と前記第１のしきい値との間の第２のしきい値
に到達すると、前記予測時間を算出する
　ことを特徴とする監視装置。
【請求項４】
　プラントの構成要素に互いに対応付けて設けられたセンサおよびアクチュエータと、前
記センサにより測定された物理量に基づいて前記アクチュエータの駆動を制御する制御装
置と、前記センサにより測定された物理量に基づいて前記構成要素の状態を監視する監視
装置と、前記構成要素の状態を表示する表示装置とを備えた制御システムであって、
　前記監視装置は、請求項１乃至３の何れか１項に記載された監視装置からなり、
　前記出力部は、前記トレンドグラフと前記予測時間を前記表示装置に出力する
　ことを特徴とする制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラント等の構成要素の物理量を監視する監視装置および制御システムに関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、石油精製、化学、発電、製鉄、環境衛生などの各種プラントでは、温度や圧
力などの作動状態を示す物理量を計測し、この計測結果および制御する物理量の制御指示
に基づいてプラントの操作量を設定する制御装置が知られている（例えば、特許文献１参
照。）。この制御装置では、計測結果から異常およびその異常内容の診断することもなさ
れている。具体的には、各物理量に対して警報を発する基準となるしきい値を設定し、こ
のしきい値と計測結果とを比較して、計測結果がしきい値を超えない場合には正常と判断
し、しきい値を超えた場合には異常と判断する。異常と判断すると、制御装置は、表示画
面に許容範囲を超えた物理量などを表示することにより警報を出す。すると、オペレータ
は、表示された物理量を確認して、異常を解消するために必要な処理を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０４－３０５７９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかしながら、従来の制御装置では、計測値としきい値とを単純に比較することにより
異常を判断しているため、警報が発せられた後に計測値がしきい値を下回る場合がよくあ
り、その結果、オペレータの警報に対する信頼性が低くなって警報を見落としてしまうこ
とがあった。特に、異常が発生した時には多数の警報が発せられるため、オペレータが各
警報に対応することが困難となり、大事な警報を見落としてしまうことがあった。
【０００５】
　また、警報が発せられると、オペレータに心理的な負担がかかり、慌ててしまうので、
異常を解消するための処理に手間取ってしまうことがあった。
【０００６】
　そこで、本発明は、異常に対してオペレータが適切な対応をとるができる監視装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述したような課題を解決するために、本発明に係る監視装置は、センサにより測定さ
れた物理量を取得する取得部と、この取得部により取得された物理量に基づいて、将来の
物理量の予測値を含む物理量の時系列データを作成する予測部と、時系列データに基づい
て、物理量が第１のしきい値に到達するまでの予測時間を算出する時間算出部と、予測時
間が所定の時間よりも短くなると、時系列データをグラフ化したトレンドグラフと予測時
間を出力する出力部とを備えることを特徴とするものである。
【０００８】
　上記監視装置において、出力部は、自身とは異なる他の表示装置に、トレンドグラフと
予測時間とを出力するようにしてもよい。
【０００９】
　また、上記監視装置において、時間算出部は、物理量が平常値と第１のしきい値との間
の第２のしきい値に到達すると、予測時間を算出するようにしてもよい。
【００１０】
　また、本発明に係る制御システムは、プラントの構成要素に互いに対応付けて設けられ
たセンサおよびアクチュエータと、センサにより測定された物理量に基づいてアクチュエ
ータの駆動を制御する制御装置と、センサにより測定された物理量に基づいて構成要素の
状態を監視する監視装置と、構成要素の状態を表示する表示装置とを備えた制御システム
であって、監視装置は、請求項１乃至３の何れか１項に記載された監視装置からなり、出
力部は、トレンドグラフと予測時間を表示装置に出力することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、センサにより測定された物理量に基づいて将来の物理量の予測値を含
む物理量の時系列データを作成し、この時系列データに基づいて物理量が第１のしきい値
に到達するまでの予測時間を算出し、物理量が第１のしきい値に到達するまでの予測時間
が所定の時間よりも短くなると、時系列データをグラフ化したトレンドグラフと予測時間
が警報として出力されるので、単純に物理量の計測値としきい値とを比較する場合よりも
警報に対する信頼性がより高いものとなるため、警報の見落としをより防ぐことができる
。また、そのトレンドグラフと予測時間が警報として出力されるので、オペレータが物理
量の変化の傾向や第１のしきい値に達するまでの時間を認識でき、これらの情報を得られ
ない場合よりも心理的な負担が軽減されるため、慌てずに異常を解消するための処理を行
うことができる。これらの結果として、異常に対してオペレータが適切な対応をとること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る制御システムの構成を示すブロック図である
。
【図２】図２は、監視装置の構成を示すブロック図である。
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【図３Ａ】図３Ａは、通常表示状態の監視画像の一例を示す図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３Ａ中のＲ１０１Ｄの圧力容器のグラフ画像を示す図である。
【図４】図４は、監視装置の動作を示すフローチャートである。
【図５Ａ】図５Ａは、第１の警告表示状態の監視画像の一例を示す図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、図５Ａ中のＲ１０１Ｄの圧力容器のグラフ画像を示す図である。
【図６Ａ】図６Ａは、第２の警告表示状態の監視画像の一例を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、図６Ａ中のＲ１０１Ｄの圧力容器のグラフ画像を示す図である。
【図７Ａ】図７Ａは、第３の警告表示状態の監視画像の一例を示す図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、図７Ａ中のＲ１０１Ｄの圧力容器のグラフ画像を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１４】
＜制御システムの構成＞
　図１に示すように、本実施の形態に係る制御システムは、プラントの制御対象となる各
構成要素に対応付けて設けられた複数のコントローラ１ａ～１ｎと、このコントローラ１
ａ～１ｎと各種情報のやりとりを行うことにより制御システム全体の動作を制御する制御
装置２と、プラントの異常の有無を監視する監視装置３と、各種情報を表示する表示装置
４とを備え、これらがネットワーク５により接続されている。
　ここで、各コントローラ１ａ～１ｎには、対応付けられた構成要素内の流量、圧力、温
度等の物理量を測定するセンサ１１と、その構成要素に設けられた制御弁等の駆動を制御
するアクチュエータ１２とが接続されている。
　また、プラントの制御対象となる構成要素としては、圧力容器や配管などが設定される
。なお、本実施の形態では、その構成要素として圧力容器をとした場合を例に説明を行う
。
【００１５】
　コントローラ１ａ～１ｎは、制御装置２により設定された設定値と、センサ１１により
測定された物理量とに基づき、この物理量が設定値と一致するようにアクチュエータ１２
の駆動を制御することにより圧力容器の状態を制御する。また、コントローラ１ａ～１ｎ
は、センサ１１により測定された物理量を、制御装置２および監視装置３に送信する。な
お、本実施の形態において、センサ１１は、圧力容器内の温度および圧力を物理量として
測定する。
【００１６】
　制御装置２は、コントローラ１ａ～１ｎから受信したセンサ１１により測定された物理
量に基づいてプラントの状態を監視するとともに、その物理量に応じた設定値を生成して
コントローラ１ａ～１ｎに送信してアクチュエータ１２の動作を制御することにより、プ
ラント全体の動作を制御する。このような制御装置２は、ＣＰＵ（Central Processing U
nit）等の演算装置と、メモリ、ＨＤＤ（Hard Disc Drive）等の記憶装置と、キーボード
、マウス、タッチパネル等の外部から情報の入力を検出する入力装置と、外部との情報の
送受を行うＩ／Ｆ（Interface）装置と、ＬＣＤ(Ｌiquid Crystal Display)等の表示装置
とを備えたコンピュータから構成されている。
【００１７】
　監視装置３は、コントローラ１ａ～１ｎから受信した物理量に基づいてプラントの状態
を監視する。このような監視装置３は、図２に示すように、監視対象設定部３１と、デー
タ取得部３２と、ノイズ処理部３３と、予測部３４と、監視部３５と、時間算出部３６、
画像作成部３７と、出力部３８と、記憶部３９とを備えている。
【００１８】
　監視対象設定部３１は、監視対象とするプラント内の構成要素を設定する機能部である
。本実施の形態においては、圧力容器に設けられたコントローラ１ａ～１ｎが監視対象と
して設定される。設定した監視対象に関する情報は、記憶部３９に送出されて後述する監
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視対象データ３９ａとして記憶される。
【００１９】
　データ取得部３２は、監視対象設定部３１により設定された各監視対象から物理量を取
得する機能部である。本実施の形態では、圧力容器に対応付けられたコントローラ１ａ～
１ｎからその圧力容器内部の圧力と温度とが取得される。
【００２０】
　ノイズ処理部３３は、データ取得部３２により取得された物理量からノイズを除去した
データを生成する機能部である。このノイズが除去された物理量は、予測部３４および記
憶部３９に送出される。
【００２１】
　予測部３４は、ノイズ処理部３３により生成された物理量の現在値と、記憶部３９の後
述する物理量データ３９ｂに記憶された物理量の過去値とに基づいて、将来の物理量の予
測値を含む、物理量の時系列データを作成する機能部である。
　ここで、予測値については、最小二乗法などの公知の予測方法により算出することがで
きる。
　また、時系列データは、ノイズ処理部３３から受け取った物理量の現在値および記憶部
３９の後述する物理量データ３９ｂに記憶された物理量の過去値に基づいて、過去から現
在までの物理量の時系列変化を表すヒストリカルデータを作成するとともに、算出した予
測値に基づいて現在以降の物理量の時系列変化を表す予測トレンドデータを作成した後、
ヒストリカルデータと予測トレンドデータとを組み合わせることにより、作成することが
できる。作成された時系列データは、監視部３５、時間算出部３６および画像作成部３７
に送出される。なお、その時系列データをグラフ化したものが後述するトレンドグラフで
ある。
【００２２】
　監視部３５は、予測部３４により作成された時系列データに基づいて、監視対象の状態
を監視する機能部である。具体的には、監視部３５は、後述する記憶部３９に記憶されて
いる第１のしきい値およびこの第１のしきい値と物理量の定常値との間の第２のしきい値
と時系列データとを比較し、物理量が第１のしきい値または第２のしきい値を超えるか否
かを予測する。そして、何れかを超えると予測される場合、監視部３５は、出力部３８に
、その旨をオペレータに警告するための情報を出力させる。また、物理量が第２のしきい
値を超えると予測される場合には、時間算出部３６に予測時間を算出させる。
【００２３】
　時間算出部３６は、監視部３５の指示に基づいて、予測部３４により作成された時系列
データを用いて物理量が所定の時間に到達するまでの予測時間を算出する機能部である。
算出した予測時間は、監視部３５および画像作成部３７に送出される。
【００２４】
　画像作成部３７は、ノイズ処理部３３によりノイズが除去された各コントローラ１ａ～
１ｎから受信した物理量と、予測部３４により作成された時系列データと、後述する記憶
部３９の表示データ３９ｄに記憶された画面フォーマットとに基づいて、監視装置３の表
示装置または表示装置に表示させる画像を生成する機能部である。本実施の形態において
、画像作成部３７は、主に監視装置３の表示装置に表示させる監視画像と、緊急時に表示
装置４に表示させるグラフ画像とを作成する。これらの画像は、現在の物理量や時系列デ
ータが入力される度に更新され、その都度出力部３８に送出される。
【００２５】
　ここで、監視画像とは、図３Ａに示すように、監視対象の物理量を一覧表示した画像で
ある。この図３Ａにおいて、Ｒ１０１Ａ～Ｒ１０１Ｅ，Ｄ２０１，Ｄ２０２，Ｔ３０１～
Ｔ３０３は、それぞれ監視対象として設定された圧力容器の識別番号であり、それぞれの
識別番号に並記された温度値および圧力値がそれぞれの圧力容器内の現在の温度値および
圧力値である。
【００２６】
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　一方、グラフ画像とは、図３Ｂに示すように、トレンドグラフが含まれる画像である。
このトレンドグラフとは、予測部３４により作成された時系列データをグラフ化したもの
である。図３Ｂは、図３Ａの監視画像に含まれる識別番号「Ｒ１０１Ｄ」が付された圧力
容器のトレンドグラフであって、上段に示すトレンドグラフａは、温度の時系列変化を示
すグラフであり、縦軸が温度、横軸が時刻を示している。同様に、下段のトレンドグラフ
ｂは、圧力の時系列変化を示すグラフであり、縦軸が圧力、横軸が時間を示している。こ
のようなトレンドグラフａ，ｂにおいて、実線部分が過去から現在までの物理量、点線部
分が将来の物理量の予測値である。また、所定の温度値または圧力値を示す符号α、βが
付された線分は、監視部３５の動作に用いられる第１，第２のしきい値を示している。第
１のしきい値αは、物理量が温度の場合には設定上限温度、物理量が圧力の場合には安全
弁設定値が設定されている。また、第２のしきい値βは、物理量が温度および圧力の何れ
の場合もインターロック設定値が設定されている。また、符号ｔは現在時刻である。
【００２７】
　出力部３８は、監視部３５の指示に基づいて、画像作成部３７により作成された画像を
監視装置３の表示装置や表示装置４に選択的に出力する機能部である。
【００２８】
　記憶部３９は、監視装置３の動作に関する各種情報を記憶する機能部である。本実施の
形態において、記憶部３９には、監視対象となるプラントの構成要素を特定するための製
品番号やＩＰアドレスなどからなる監視対象データ３９ａと、ノイズ処理部３３により生
成されたノイズが除去された物理量からなる物理量データ３９ｂと、監視部３５および時
間算出部３６で用いられるしきい値や所定の時間からなるしきい値データ３９ｃと、出力
部３８により表示装置に各種情報を表示させる際に用いる画面フォーマットに関する表示
データ３９ｄとが少なくとも記憶している。
【００２９】
　このような監視装置３は、ＣＰＵ等の演算装置と、メモリ、ＨＤＤ等の記憶装置と、キ
ーボード、マウス、タッチパネル等の外部から情報の入力を検出する入力装置と、外部と
の情報の送受を行うＩ／Ｆ装置と、ＬＣＤ等の表示装置とを備えたコンピュータから構成
されている。
【００３０】
　表示装置４は、ＬＣＤ等の公知の表示装置からなり、管理室など、制御装置２および監
視装置３が設置されオペレータが存在する部屋に設けられる。また、表示装置４は、オペ
レータに目立つように、大型で、天井や壁上方に設置されることが望ましい。
【００３１】
＜監視装置の動作＞　
　次に、監視装置３の動作について、図４を参照して説明する。
【００３２】
　まず、監視対象設定部３１は、監視対象とするプラント内の構成要素を設定する（ステ
ップＳ１）。本実施の形態においては、圧力容器に設けられたコントローラ１ａ～１ｎを
監視対象として設定する。この監視対象として設定したコントローラ１ａ～１ｎの製品番
号やＩＰアドレス等の識別情報は、記憶部３９に送出され、監視対象データ３９ａとして
記憶される。
【００３３】
　監視対象が設定されると、データ取得部３２は、その監視対象として設定された各コン
トローラ１ａ～１ｎから、対応付けられた圧力容器内部の現在の圧力値と温度値を取得す
る（ステップＳ２）。このとき、データ取得部３２は、監視対象データ３９ａを参照する
ことにより監視対象を特定し、これらの監視対象とネットワーク５を介して各種情報のや
りとりを行うことにより、現在の圧力値と温度値を収集する。
【００３４】
　現在の圧力値と温度値を取得すると、ノイズ処理部３３は、取得したデータからノイズ
を除去した現在の圧力値と温度値を生成する（ステップＳ３）。生成された現在の圧力値
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と温度値は、予測部３４、画像作成部３７および記憶部３９に送出される。これらのうち
、記憶部３９に送出された現在の圧力値および温度値は、過去の圧力値および温度値とと
もに物理量データ３９ｂとして記憶される。
【００３５】
　ノイズが除去された現在の圧力値と温度値が生成されると、予測部３４は、その現在の
圧力値および温度値と、記憶部３９の物理量データ３９ｂに記憶された過去の圧力値およ
び温度値とに基づいて、将来の物理量の予測値を含む、物理量の時系列データを作成する
（ステップＳ４）。作成した時系列データは、監視部３５、時間算出部３６および画像作
成部３７に送出される。
【００３６】
　時系列データが作成されると、監視部３５は、その時系列データに基づいて、圧力値ま
たは温度値が第２のしきい値に到達するか否かを確認する（ステップＳ５）。
【００３７】
　圧力値および温度値が第２のしきい値に到達すると予測される場合（ステップＳ５：Ｎ
Ｏ）、監視部３５は、出力部３８により監視装置３の表示装置に通常表示を行わせ（ステ
ップＳ６）、ステップＳ４の処理に戻る。ここで、通常表示とは、画像作成部３７により
作成された監視画像をそのまま、監視装置３の表示装置に表示させることを意味する。
【００３８】
　例えば、図３Ｂのグラフ画像中のトレンドグラフａ，ｂに対応する時系列データは、予
測値が第２のしきい値βに接していない。このような場合、監視部３５は、圧力値および
温度値が第２のしきい値に到達しないと判断する。すると、監視部３５は、出力部３８に
より、図３Ａに示す監視画像を監視装置３の表示装置に表示させる。このとき、オペレー
タは、監視装置３に対してトレンドグラフを表示させる旨の操作入力を行うことにより、
図３Ｂに示すグラフ画像を監視装置３の表示装置に表示させるようにすることもできる。
【００３９】
　圧力値および温度値の少なくとも一方が第２のしきい値に到達すると予測される場合（
ステップＳ５：ＹＥＳ）、監視部３５は、圧力値または温度値が第１のしきい値に到達す
るか否かを確認する（ステップＳ７）。
【００４０】
　圧力値および温度値がまだ第１のしきい値に到達しないと予測される場合（ステップＳ
７：ＮＯ）、監視部３５は、警報として、出力部３８により監視装置３の表示装置に第１
の警告表示を行わせ（ステップＳ８）、ステップＳ４の処理に戻る。ここで、第１の警告
表示とは、画像作成部３７により作成された監視画像を、第２のしきい値に到達すると予
想される物理量が識別可能な状態とした上で、監視装置３の表示装置に表示させることを
意味する。
【００４１】
　例えば、図５Ｂのグラフ画像中のトレンドグラフａ，ｂに対応する時系列データは、予
測値が、第２のしきい値βとは交点を有するものの、第１のしきい値αには接していない
。このような場合、監視部３５は、圧力値および温度値が第１のしきい値αに到達するま
でにはまだ余裕があると判断する。すると、監視部３５は、出力部３８により、図５Ａに
示す監視画像を監視装置３の表示装置に表示させる。この第１の警告表示状態の監視画像
では、第２のしきい値βに達したＲ１０１Ｄの圧力容器の温度値を示す領域ｃおよび圧力
値を示す領域ｄに、例えば黄色など第２のしきい値βに達する可能性があって危険が迫っ
ていることを示す表示がされている。これにより、オペレータは、Ｒ１０１Ｄの圧力容器
の温度値および圧力値に異常が生じていることを認識することができる。
【００４２】
　このとき、オペレータは、監視装置３に対してトレンドグラフを表示させる旨の操作入
力を行うことにより、図５Ｂに示すグラフ画像を監視装置３の表示装置に表示させるよう
にすることもできる。
【００４３】
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　圧力値および温度値の少なくとも一方が第１のしきい値に到達すると予測される場合（
ステップＳ７：ＮＯ）、監視部３５は、時間算出部３６により、第１のしきい値に到達す
るまでの予測時間を算出させる（ステップＳ９）。そして、監視部３５は、予測時間が、
記憶部３９のしきい値データ３９ｃに記憶された所定の時間よりも短いか否か確認する（
ステップＳ１０）。
【００４４】
　予測時間が所定の時間よりも長い場合（ステップＳ１０：ＮＯ）、監視部３５は、警報
として、出力部３８により監視装置３の表示装置に第２の警告表示を行わせ（ステップＳ
１１）、ステップＳ４の処理に戻る。ここで、第２の警告表示とは、画像作成部３７によ
り作成された監視画像を、第１のしきい値に到達すると予想される物理量が識別可能な状
態とした上で、監視装置３の表示装置に表示させることを意味する。
【００４５】
　例えば、図６Ｂに示すブラフ画像中のトレンドグラフａに対応する温度の時系列データ
は、予測値が第１のしきい値αと交点を有する。一方、トレンドグラフｂに対応する圧力
の時系列データの予測値は、第２のしきい値βとは交点を有するものの、第１のしきい値
αとは接していない。このような場合、監視部３５は、温度値が第１のしきい値に到達す
る可能性があると判断し、時間算出部３６により、温度値が第１のしきい値αに到達する
までの予測時間を算出させる。なお、時間算出部３６は、圧力値についても予測時間を算
出する。そして、予測時間が所定の時間よりも長い場合、監視部３５は、出力部３８によ
り、図６Ａに示す監視画像を監視装置３の表示装置に表示させる。この図６Ａに示す第２
の警告表示状態の監視画面では、第１のしきい値αに達する可能性があるＲ１０１Ｄの圧
力容器の温度値を示す領域ｅに、例えば赤色など第１のしきい値αに達する可能性があっ
て、より危険が迫っていること示す表示がされている。一方、Ｒ１０１Ｄの圧力容器の温
度値を示す領域ｆについては、例えば黄色など、第２のしきい値βに達する可能性があり
、温度値ほどではないが危険が迫っていることを示す表示がされている。これにより、オ
ペレータは、Ｒ１０１Ｄの圧力容器の温度値および圧力値に異常が生じていることを認識
することができる。
【００４６】
　このとき、オペレータは、監視装置３に対してトレンドグラフを表示させる旨の操作入
力を行うことにより、図６Ｂに示すグラフ画像を監視装置３の表示装置に表示させるよう
にすることもできる。画像作成部３７は、上述したように時間算出部３６により予測時間
の算出が行われると、グラフ画像内にその予測時間も表示する。例えば、図６Ｂに示すグ
ラフ画像では、現在の物理量とともに予測時間が表示されている。上段のグラフでは、グ
ラフ右側の余白に、温度の現在値である「１０１．８℃」とともに、第１のしきい値であ
る設計上限温度に到達するまでの予測時間ｇとして「５９分５７秒」が表示される。同様
に、下段のグラフのでは、グラフ右側の余白に、圧力の現在値である「２．０３ＭＰａ」
とともに、第１のしきい値である安全弁設定値に到達するまでの予測時間ｈとして「８９
分２４秒」が表示される。これにより、オペレータは、危険な状態に達するまでの明確な
残り時間を認識することができるので、心理的な負担が軽減され、結果として、異常を解
消するための処理に迅速に行うことができる。
【００４７】
　一方、予測時間が所定の時間よりも短い場合（ステップＳ１０：ＹＥＳ）、監視部３５
は、警報として、出力部３８により監視装置３の表示装置に第３の警告表示を行わせ（ス
テップＳ１２）、ステップＳ４の処理に戻る。ここで、第３の警告表示とは、画像作成部
３７により作成されたグラフ画像を、表示装置４に表示させることを意味する。
【００４８】
　例えば、図７Ｂに示すトレンドグラフａ，ｂに対応する時系列データは、予測値がそれ
ぞれ第１のしきい値αと交点を有する。このような場合、監視部３５は、それぞれが第１
のしきい値に到達する可能性があると判断し、時間算出部３６により、第１のしきい値α
に到達するまでの予測時間を算出させる。そして、予測時間が所定の時間よりも短い場合
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、監視部３５は、出力部３８により、第３の警告表示として図６Ｂに示すグラフ画像を表
示装置４に表示させる。この表示装置４は、管理室等の多数のオペレータが常駐する場所
に設置された大型の表示装置である。したがって、図６Ｂに示すトレンドグラフを含むグ
ラフ画像を表示装置４に表示させることにより、オペレータが物理量の具体的な状態や物
理量がしきい値に到達する可能性を把握することができ、結果として、多くのオペレータ
に異常をより効果的に認識させることができる。
【００４９】
　また、図７Ｂに示すグラフ画像では、現在の物理量および予測時間が強調して表示され
ている。具体的には、上段のグラフ右側の余白には、温度の現在値である「１１６．６℃
」と、第１のしきい値である設計上限温度に到達するまでの予測時間として「１２分４１
秒」とが、枠ｉで囲まれた状態で表示されている。同様に、下段のグラフ右側の余白には
、圧力の現在値である「２．４３ＭＰａ」と、第１のしきい値である安全弁設定値に到達
するまでの予測時間である「８分８秒」とが、枠ｊで囲まれた状態で表示されている。こ
のように、現在の物理量および予測時間を強調して表示することにより、オペレータは、
危険が迫っていることをより明確に認識することができる。
【００５０】
　なお、監視部３５は、図７Ａに示す監視画像を監視装置３の表示装置や表示装置４に表
示させるようにしてもよい。この監視画像において、第１のしきい値αに達する可能性が
あるＲ１０１Ｄの圧力容器の温度値および圧力値を示す領域ｋ，ｌには、例えば赤色など
、第１のしきい値αに達する可能性がありより危険が迫っていること示す表示がなされて
いる。これにより、オペレータは、Ｒ１０１Ｄの圧力容器の温度値および圧力値に異常が
生じていることを認識することができる。
　このような図７Ａに示す監視画像や図７Ｂに示すグラフ画像の表示は、適宜自由に設定
することができる。例えば、グラフ画像を監視装置３の表示装置のみに表示させたり、グ
ラフ画像を監視装置３の表示装置にも表示させたり、監視装置３の表示装置において監視
画像とグラフ画像を交互に表示させたり、監視装置３の表示装置および表示装置４におい
て監視画像とグラフ画像をと交互に表示させたりするようにしてもよい。
【００５１】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、予測部３４により、センサ１１により測
定された物理量に基づいて将来の物理量の予測値を含む物理量の時系列データを作成し、
時間算出部３６により、その時系列データに基づいて物理量が第１のしきい値に到達する
までの予測時間を算出し、物理量が第１のしきい値に到達するまでの予測時間が所定の時
間よりも短くなると、出力部３８により、時系列データをグラフ化したトレンドグラフと
予測時間が警報として出力されるので、単純に物理量の計測値としきい値とを比較する場
合よりも警報に対する信頼性がより高いものとなるため、警報の見落としをより防ぐこと
ができる。また、そのトレンドグラフと予測時間が警報として出力されるので、オペレー
タが物理量の変化の傾向や第１のしきい値に達するまでの時間を認識でき、これらの情報
を得られない場合よりも心理的な負担が軽減されるため、慌てずに異常を解消するための
処理を行うことができる。これらの結果として、オペレータが適切な対応をとることがで
きる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明は、物理量の測定が行われる各種装置やシステムに適用することができる。
【符号の説明】
【００５３】
　１ａ～１ｎ…コントローラ、２…制御装置、３…監視装置、４…表示装置、１１…アク
チュエータ、１２…センサ、３１…監視対象設定部、３２…データ取得部、３３…ノイズ
処理部、３４…予測部、３５…監視部、３６…時間算出部、３７…グラフ作成部、３８…
出力部、３９…記憶部、３９ａ…監視対象データ、３９ｂ…物理量データ、３９ｃ…しき
い値データ、３９ｄ…表示データ。
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